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　２市２町（阿久比
町、大府市､豊明市､
東浦町）で構成して
いる、東部知多衛生
組合の財政状況を、
東部知多衛生組合財
政状況の公表に関す
る条例に基づき、平
成２０年１０月１日 か ら 平
 成２１年３月３１日 ま での
財政状況を公表しま
す。
　なお、科目別の比
率については右記の
とおりです。

組合債の現在高

 現　　在　　高借　　入　　先 現　　在　　高目　　　　　　　　的

１０億４,７９９万円財　　　務　　　省９,９６７万円余 熱 利 用 施 設 整 備 事 業 債

１０億４,７９９万円計６億８,９１４万円し 尿 処 理 施 設 整 備 事 業 債

２億４,３７７万円排ガス高度処理施設整備事業債

１,００４万円ごみ処理施設災害復旧事業債

５３７万円余熱利用施設災害復旧事業債

１０億４,７９９万円計

□問い合わせ先
　東部知多クリーンセンター　�０５６２（４６）８８５５

一般会計予算執行状況（平成２１年３月３１日現在）

歳　　　　　　　　　　　出歳　　　　　　　　　　　入

執行率（％）支出済額予算現額科　目執行率（％）収入済額予算現額科　　目

９５.５６４万円６７万円 議　会　費１００.０１６億２,０６４万円１６億２,０６４万円分担金及
び負担金

９０.３５,４３４万円６,０２０万円総　務　費９２.５２億１,３２８万円２億３,０５８万円使用料及
び手数料

８３.６１０億５,１０５万円１２億５,７３６万円衛　生　費１０７.４３,６１８万円３,３６９万円財産収入

１００.０５億７,３２７万円５億７,３２７万円公　債　費１００.０１,４７３万円１,４７３万円繰　越　金

０.００１,０００万円予　備　費１４０.９２６２万円１８６万円諸　収　入

８８.３１６億７,９３０万円１９億１５０万円歳出合計９９.３１８億８,７４５万円１９億１５０万円歳入合計

東部知多衛生組合の財政状況

建物　１５,７７３.６１�
土地　６１,１３９.０６�

組　合　財　産
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　町では、旧基準木造住宅（昭和 ５６ 年５月 ３１ 日以前に着工の木造住宅）を対象とした耐震診断を実施しています。費用は無
料です。
　耐震診断の結果、改修の必要があると判定された住宅の耐震改修工事費に対する補助制度（条件あり、上限 ６０ 万円）も実
施しています。
無料耐震診断
□診断対象　昭和 ５６ 年５月 ３１ 日以前に建築（着工）の木造住宅（プレハブ・ツーバイフォーなどを除く）
□診断項目　基礎、地盤の状況、壁の配置バランス、壁の量、老朽度など
□申込期限　平成 ２１ 年 １０ 月 ３０ 日（金）
□申し込み・問い合わせ先　建設課計画係�（４８）１１１１（内２８８）
耐震改修費補助
　耐震改修費の補助を希望される方は、工事着工前に申請し、町の交付決定を受けてください。
□補助の対象
①　耐震診断の結果、総合判定が １.０ 未満であること
②　耐震診断の判定値に ０.３ 以上を加算して、改修工事後の総合判定が １.０ 以上となること
③　昭和 ５６ 年５月 ３１ 日以前に建築（着工）の木造住宅
□補助額　耐震改修費の２分の１以内で ６０ 万円が限度
□申込期限　平成 ２１ 年 １２ 月 ２８ 日（月）
□申し込み・問い合わせ先　建設課計画係�（４８）１１１１（内２８８）
住宅に関する耐震改修促進税制（減税制度）
□所得税　平成 ２１ 年１月１日から平成 ２５ 年 １２ 月 ３１ 日までに、町の耐震改修費補助を利用して住宅の改修を行った場合、耐震
　改修に掛かった費用の １０ パーセント相当（上限 ２０ 万円）が所得税から控除されます。（確定申告が必要）
□固定資産税　一定の条件を満たす耐震改修工事を実施した家屋について、工事が完了した年の翌年以降の固定資産税を一
　定期間減額します。
①　減額となる期間　・　平成 １８ 年～平成 ２１ 年の改修は３年間
　　　　　　　　　　・　平成 ２２ 年～平成 ２４ 年の改修は２年間
　　　　　　　　　　・　平成 ２５ 年～平成 ２７ 年の改修は１年間
②　減額される額　改修家屋に関する固定資産税の２分の１（一戸当たり １２０ 平方メートル相当分まで）
※　都市計画税は減額の対象となりません。
□問い合わせ先　税務課住民税係（内３０２）　税務課固定資産税係（内２３１）
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